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各種ヒアリング結果【平成 23 年９月から平成 24 年１月にかけて実施】（１／８） 

① 日常生活の外出時に最も困ること（１／３） 

区  分 内  容 対応策 

視覚障害者 ・エレベーターに自転車で乗り込んできて、

乗ったまま降りないので、エレベーターを

利用できない。（豊田駅） 

・エレベーター利用時のマナ

ーの改善（ＪＲと市で調

整） 

 ・タクシーを利用して病院に行くが、市発行

のタクシー券が抑制されてきているので、

バスを運行して欲しい。 

・ニーズに合わせたバス運行

の検討。 

 ・歩道上の電柱があり、昼間はよいが夜はぶ

つかってしまう。 
・電柱の移設、または衝撃緩

衝施設の設置。 

 ・交差点で片方向にしか信号がなく、もう片

方は押しボタンも視覚障害者誘導用ブロ

ックもなく、どこに横断歩道があるかが分

からない。（北野街道と一番橋） 

・交差点での押しボタンや視

覚障害者誘導用ブロック

などの設置。 

 ・押しボタンが車道側に向いており、体を乗

り出さないと押せない。 
・スピーカーの向きを歩道側にして欲しい。 

・交差点での押しボタンやス

ピーカーの調整。 

 ・交差点で全く段差がない箇所もあり、どこ

から車道かが分からない。 
・視覚障害者誘導用ブロック

の設置などの検討。 

 ・バス停の前には、視覚障害者誘導用ブロッ

クを設置して欲しい。 
・バス停前での視覚障害者誘

導用ブロックの設置。 

 ・市役所、郵便局などの入口を示す視覚障害

者誘導用ブロックを設置して欲しい。 
・生活関連施設の入口を示す

視覚障害者誘導用ブロッ

クの設置。 

 ・歩道上を自転車が速度を出して走行するの

で危険である。 
・歩道における自転車運転マ

ナーの徹底。 

車いす使用者 ・出入口が１か所の 11 人乗りのエレベータ

ーでは狭い。人が乗っている場合は特に利

用しにくい。 
・通り抜けタイプは利用しやすい。 
・大きなストレッチャータイプの車いすの場

合、90°方向に出入口があるタイプは利用

しにくい。横の人もどこに立っていてよい

かが分からない。 
・15 人乗りであっても、ベビーカーが同乗

すると動けないので、市内のエレベーター

は全て 15 人乗りにして欲しい。 

・車いす使用者の立場からは

市内のエレベーターは全

て 15 人乗り以上とするこ

とが望ましい。 
・11 人乗り規模では通り抜

けタイプの設置が望まし

い。 

 ・駅舎のエレベーターは、後付だと離れた場

所に設置されている。 
・一般的に、関西は中央に、関東は端に設置

される傾向にあり、ホームでの移動距離が

長い。 

・駅舎では、ホームでの移動

距離を短くするため、中央

部にエレベーターを設置。
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各種ヒアリング結果（２／８） 

① 日常生活の外出時に最も困ること（２／３） 

区  分 内  容 対応策 

（続） 

車いす使用者 

・エレベーターの乗車ボタンは片側１箇所だ

と、ボタンを押せない場合がある。 
・エレベーターが１基であっても、両側２箇

所に設置するのがベストである。 
・エレベーターが壁から奥まっている場合

は、ボタンは手前に設置してある方が押し

やすい。 

・エレベーターの乗車ボタン

は両側２箇所に設置する

ことが望ましい。 

 ・ベビーカーを利用するお母さんや車いす使

用者が集まる施設（公共施設やスーパーな

ど）にはエレベーターは必要である。 

・２階建以上の公共施設やス

ーパーではエレベーター

の設置を進める。 

 ・日野市内の京王バスは全てノンステップバ

スになっており、バス停の乗り降りの改善

（段差）が必要。 

・バスの乗降場では 15ｃｍ

程度の段差の設置。 

聴覚障害者 ・モノレールの無人駅で切符の購入時や、改

札を出る時に切符をなくした場合のトラ

ブルが発生した場合に、インターホンでは

相談できず、隣接駅から駅員が来るまで 30
分以上待たねばならないことがある。待て

ない場合は、改札を乗り越えざるを得な

い。Suica や Pasmo でも同様の問題が起

きる。 
・銀行のＡＴＭでもインターホンでの対応が

困難である。 

・券売機周辺に、代表的な困

った内容のボタンを使っ

て、自分の状況を伝え、遠

隔操作で改札を開けるこ

とができる装置を設置。 

知的障害者 ・モノレールの無人駅で、インターホンのボ

タンの位置が分かりにくいため、モニター

で駅員の顔が見えれば分かりやすくなる。 

・券売機周辺に、モニターを

設置。 

 ・駅や銀行ＡＴＭのタッチパネルは、うまく

タッチできない。以前のボタン式の方がよ

い。 

・タッチパネルの改善。 

 ・トイレの表示が小さかったり、表示方法も

ばらばらで統一されていない。 
・色使いを含め、大きく分か

りやすい表示。 

 ・駅のホームで飛び跳ねたり、パニックにな

る人もいるので、ホーム柵は安心感があ

る。特に、島型のホームは、介助者は緊張

する。 

・ホーム柵設置の検討。 

 ・エレベーターのボタンは大きく、ふりがな

で改札口の階を示して欲しい。 
・エレベーターボタンを大き

くし、行先にふりがな添

付。 

 ・ホームが工事中で、通行する幅が狭くなっ

ていて怖いことがある。 
・工事中の安全性の確保の推

進。 
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各種ヒアリング結果（３／８） 

① 日常生活の外出時に最も困ること（３／３） 

区  分 内  容 対応策 

高齢者 ・公園にトイレがなく困る。 
・市民会館のトイレに洋式が少ない。和式は

ほとんど利用しない。 

・公園や市民会館に洋式トイ

レを設置。 

 ・トイレに手すりがあると使いやすい。 
・最近は、洋式トイレにも手すりが付いてい

て、使いやすい。 

・トイレに手すりを設置。 

 ・自転車のマナーが悪く怖い。 ・自転車利用のマナー啓発。

 ・エレベーターに学生が多く乗っており、利

用しにくい。（日野駅） 
・本当にエレベーターが必要

な人が乗れるようなマナ

ーの啓発。 

 ・駅広のバスベイの形状がよくなく、乗場に

寄せられないので、道路上で乗り降りしな

くてはならない。（日野駅） 

・バスベイの形状について検

討。 

 ・路面が凸凹であったり、雨天時には滑りや

すい。 
・滑らかで、かつ滑りにくい

路面舗装の整備。 

 ・バス停に上屋と椅子を要望している。 ・バス停での上屋とベンチの

設置の検討。 

子育て世代 ・南平駅周辺において歩道の設置を進めて欲

しい。 
・歩道の設置を検討。 

 ・ベビーカーを利用する場合、エレベーター

を設置して欲しい。 
・２階建以上の公共施設やス

ーパーではエレベーター

の設置。 

 ・自転車が安全に走行できる空間を整備して

欲しい。（１本の白線でも安心できる） 
・自転車の走行空間整備の検

討。 

 ・グレーチングは細かな格子であれば自転車

のタイヤがはまらなくてよい。 
・道路のグレーチングの網目

の改善。 

 ・駅の近くに自転車置場を整備して欲しい。

（平山城址公園駅） 
・自転車置場の検討。 

生活支援団体 ・日野駅前には電動自転車置場を設置して欲

しい。電動自転車は 10ｋｇ以上あり、女

性には大変。 

・電動自転車の置場の検討。

 ・ベビーベットの横には、荷物が置ける棚・

置場が欲しい。 
・だれでもトイレ内での施設

配置の検討。 

 ・エスカレーターの速度が速いと、高齢者は

利用しにくい。 
・エスカレーターの運行速度

の調整。 

 ・エレベーターに自転車が乗り入れてくるの

で、困っている。（豊田駅） 
・エレベーターの自転車利用

に関するルールを設ける。

 ・歩道上に商品を陳列したり、店舗のカート

が視覚障害者誘導用ブロックの上に置か

れている。 

・店舗に対し商品はみ出しな

どに関する指導。 
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各種ヒアリング結果（４／８） 

② 情報を得たい場所・内容（１／２） 

区  分 内  容 対応策 

車いす使用者 ・駅の改札を出た場合に、右と左の案内や、

地図があるとよい。 
・駅での適切なサイン設置。

 ・初めて行ったときに、改札を出てトイレや

エレベーターの場所が分かりにくい。 
〃 

 ・観光地なら地図と一緒にトイレを記載する

こともあるが、通常に人に聞いてサインで

分かる仕組みが必要。 

〃 

視覚障害者 ・音響信号は朝８時から夜８時までだが、夜

に歩く人もいるので、夜 10 時くらいまで

音量を半分に抑えて音を出して欲しい。夜

であれば、音量を抑えていても聞き取れ

る。 

・音響信号機の音量と時間帯

延長について、交通管理者

及び周辺住民と調整。 

聴覚障害者 ・緊急避難時に、その情報が分からない。 ・光がフラッシュして、同時

に文字で危険を知らせる

仕組みの整備。 

 ・モノレールの駅で、電光掲示で電車遅延の

知らせがあるが、遅れている理由が分から

ない。 

・電車遅延の理由も同時に伝

える仕組み。 

 ・バス車内の電光掲示で、１つ先ではなく、

３つ先のバス停まで知りたい。 
・３つ先のバス停までを電光

表示。 

 ・燃えるゴミ、燃えないゴミの処分の連絡な

どは電話だけでは伝わらないことがある。 
・メールは１日１回見るだけなので、ファッ

クスの方が分かりやすい。 

・ファックスでの周知。 

知的障害者 ・道路や施設の看板に“ふりがな”を付けて

欲しい。 
・道路や施設の看板に“ふり

がな”を付ける。 

 ・バスの行先が分からないので、行先を示す

大きな番号を設置して欲しい。 
・バスの前面に行先を示す番

号をなるべく大きく表示。

高齢者 ・緊急や災害情報など、市防災安全課からフ

ァックスが来るようになっている。文字情

報が一番分かりやすい。 

・現在の方法を踏襲。 

 ・駅や電車のアナウンスが聞き取りづらい。 ・もっと、大きくゆっくり話

す。 

 ・防災無線はエコーしてしまい、聞こえない。 
・また、防災無線を使って不明高齢者のお知

らせをしているが、その後見つかったとか

の結果の放送をしてくれないと、いつまで

も不明者のことが気になってしまう。 

・防災無線の改善。 
・関係各課との調整・協議が

必要。 
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各種ヒアリング結果（５／８） 

② 情報を得たい場所・内容（２／２） 

区  分 内  容 対応策 

（続） 

高齢者 

・市の応対や電話対応だけに限らないが、私

たち高齢者には普段の応対が早く感じて

しまう。 
・連絡事項なども、必ず文書でもらうように

している。電話だけだと、本当にあってい

るが不安なため。 

・もっと、大きくゆっくりと

話す。 

 
・連絡事項をファックスで伝

える。 

 ・カタカナ用語が多く、分からない。 ・文書の場合、注釈を付ける。

子育て世代 － － 

生活支援団体 ・日野駅⇒市役所⇒歴史館への徒歩の案内が

分からない。 
・徒歩の案内サインの設置。

 ・防災無線は、歴史館では良く聞こえたが、

南平では反響して聞き取りにくい。 
・防災無線の内容をホームページで出すと分

かりやすい。 
・町会からカードが回ってきており、連絡先

が書いてある。メール登録をした。 

・防災無線の内容を同時にホ

ームページに掲載。 

 

③ 初めて行く場所に一人で行く場合 

区  分 内  容 対応策 

聴覚障害者 ・事前にインターネットなどで調べる。 
・行先でコミュニケーションが必要であれば

手話通訳者に同行してもらうが、必要でな

ければ一人で行く。 
・それは、日常的な生活でも同様で、病院や

警察などは同行してもらうし、買物であれ

ば一人で行く。 

・案内サインの充実 

知的障害者 ・不安なので、ヘルパーが必要。 － 

 

④ 視覚障害者誘導用ブロックが必要な歩道について 

区  分 内  容 対応策 

視覚障害者 
・白杖を左右に振って歩道の境界が分かる幅

員 1.5～2.0ｍ程度であれば、視覚障害者誘

導用ブロックは設置しなくてもよい。 
・身長の 4～5 倍、4～5ｍ程度になると視覚

障害者誘導用ブロックは必要。 

・視覚障害者誘導用ブロック

の必要性は個々に意見が

異なるので、具体の整備区

間において可能な限り視

覚障害者の検証に基づき

設置を判断。 

 

はくじょう



【■参考資料 ４．各種ヒアリング結果】 

 235

各種ヒアリング結果（６／８） 

⑤ 外国人への配慮 

区  分 内  容 対応策 

車いす使用者 ・高幡不動駅の２階は店舗で、３階が駅出入

口なので、１階において２階と３階の両方

の案内が必要。 

・駅舎１階に案内サインを設

置。 

 ・直接、聞かれたことはないが、韓国人や中

国人が増えてきている。 
・高幡不動駅では、中国人の学生が増えてき

ている。 
・バスやタクシー乗場の案内が必要で、イラ

ストでの案内が必要。 

・案内サインに中国語や韓国

語で説明、分かりやすいイ

ラストを表記。 

 

⑥ 筆談器の有効性 

区  分 内  容 対応策 

聴覚障害者 ・メモとペンを持参する、携帯電話に打ち込

んで画面を見せる、というように人によっ

て意志表示の仕方は異なる。 
・聴覚障害であることは速やかに伝えること

ができる。（体験としてアルバイトは対応

が円滑でない傾向にある。） 
・聞こえないと分かると、メモとペンを準備

する店が多くなっている。 
・個人としてメモとペンを持参しているが、

筆談器は準備しておいて欲しい。 

・公共施設や店舗などでの筆

談器の常備。 

 

⑦ 改善要望の伝え方 

区  分 内  容 対応策 

聴覚障害者 ・個人では意思疎通が難しいので、ろうあ会

で一括して市と協議している。 
・自立支援法により手話通訳が有料になった

時期には、個人で市長あてに手話通訳の無

料化の要望をファックスしたことがある。 
・市との協議は、以前は１年に１～２回くら

いあったが、最近は少なくなっている。 

・市の相談窓口の周知。 
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各種ヒアリング結果（７／８） 

⑧ 広報・市のホームページについて（１／２） 

区  分 内  容 対応策 

車いす使用者 ・ホームページを見る人は限定される。 
・アクセスするのが大変である。 
・どのような人から情報を収集するかで方法

が決まる。複数の方法が必要。 

・多様な方法での情報提供。

 ・今は、苦情があったら、ダイレクトに担当

課に行っている。 
・「苦情 ⇒ 市民相談 ⇒ 担当課」という流

れで、先ず『市民相談』をアピールした方

が良い。 

・市の相談窓口の周知。 

 ・自分から情報を伝える仕組みとして、ホー

ムページの携帯バージョンが欲しい。登録

制にしておく。 

・市ホームページの携帯サイ

トで意見を伝達できる仕

組みを整える。 

 ・公共施設や店舗などのバリアフリーの対応

状況を案内して欲しい。 
・市ホームページでの記載内

容・方法の検討。 

視覚障害者 － － 

聴覚障害者 ・広報は見ているが、市のホームページはあ

まり見ていない。 
－ 

知的障害者 ・市のホームページ、広報を見ている。 
・インターネットで文字情報を得る。 

－ 

 ・改善を伝える方法は、広報がベスト。 
・問題点は、聞きに来てくれるのがベスト。

市に行って話をするのはベター。 
・市に市民相談の窓口があることは知らな

い。 
・要望に対する状況が分かれば、要望する気

になる。 

・市の相談窓口の周知。 

 ・生活に役立つ情報として、このようなもの

ができました、祭りがあります、などの情

報が入りにくい。 

・市ホームページでの記載内

容・方法の検討。 

高齢者 － － 

子育て世代 ・市のホームページは、トップページで分か

る範囲しかチェックできない。 
・ホームページは、ひとつだけ見ると把握で

きるような仕組みがよい。 
・分岐のさせ方としては、「子供」を選ぶと、

「施設」「医療」・・・など。 
・施設にはってあるチラシを見て情報を得る

ことの方が多い。 
・広報は見ている。 

・市ホームページでの記載内

容・方法の検討。 
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各種ヒアリング結果（８／８） 

⑧ 広報・市のホームページについて（２／２） 

区  分 内  容 対応策 

（続） 

子育て世代 

・日野市のどこに連絡すればよいか分か

らない。窓口が分からない。 
・包括する窓口があると良い。 
・日野市には「市民相談」があるが、名

前から税金の相談かとか思ってしま

う。 

・市の相談窓口の周知。 

 ・スーパーとか小児科に子育て関連情報

があるとよい。 
・市広報誌を配布。 

生活支援団体 ・ホームページの充実が一番で、常時、

最新情報に更新して欲しい。 
・表現が固い。もっと柔らかい記述にし

て欲しい。 
・ホームページの見やすさで、住む所を

決める人もいる。 

・市ホームページでの記載内

容・方法の検討。 

 ・施設を調べるのに最初にインターネッ

トを使う。 
－ 

 ・なんでも課があっても行かない。 
・年に１回、ホームページに書き込める

ようにして欲しい。 

・市ホームページの携帯サイ

トで意見を伝達できる仕

組みを整える。 

 

⑨ 表彰制度について 

区  分 内  容 対応策 

車いす使用者 ・条例対象外の改良や改善内容を市が集

めて、掲示板など、市民が見えるよう

にする仕組みが必要。 

 ・何の相談を受けて、どのような改善を

したかが分かるようにする。（張り出

す） 

 ・福祉のイベント祭りに併せて、イベン

ト的にする方法も考えられる。 

聴覚障害者 ・表彰だけではなく、優れた活動を見学

するのであれば良いと思う。 

生活支援団体 ・ホームページや広報で紹介することは

よいこと。 

・広報、市ホームページでの

掲載。 
・携帯サイトの情報提供及び

イベント開催、見学会など

を検討。 

 

⑩ その他 

区  分 内  容 対応策 

聴覚障害者 ・市役所の職員は、手話を学んで欲しい。  
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情報伝達・収集に関するヒアリング結果の整理（１／２） 

区分 情報伝達【→ 利用者へ】 情報収集【← 利用者から】

視覚障

害者 

■日常生活の外出時に最も困ること 

・バス停の前や、市役所、郵便局などの入口を示す視覚

障害者誘導用ブロックを設置して欲しい。 
■情報を得たい場所・内容 

・音響信号は朝８時から夜８時までだが、夜に歩く人も

いるので、夜 10 時くらいまで音量を半分に抑えて音

を出して欲しい。夜であれば、音量を抑えていても聞

き取れる。 

 

車いす

使用者 

■情報を得たい場所・内容 

・駅の改札を出た場合に、右と左の案内や、地図がある

とよい。 
・初めて行ったときに、改札を出てトイレやエレベータ

ーの場所が分かりにくい。 
・観光地なら地図と一緒にトイレを記載することもある

が、通常に人に聞いてサインで分かる仕組みが必要。 
■外国人への配慮 

・高幡不動駅周辺で、直接、聞かれたことはないが、韓

国人や中国人が増えてきている。 
・バスやタクシー乗場の案内が必要で、イラストでの案

内が必要。 

■広報・市のホームページについて 

・ホームページを見る人は限定される。アクセスが大変。 
・どのような人から情報を収集するかで方法が決まる。

複数の方法が必要。 
・公共施設や店舗などのバリアフリーの対応状況を案内

して欲しい。 

■改善要望の伝え方 

・自分から情報を伝える仕組

みとして、ホームページの

携帯バージョンが欲しい。

登録制にしておく。 
・苦情がある場合、直接、担

当課に行っている。「苦情 
⇒ 市民相談 ⇒ 担当課」と

いう流れで、先ず『市民相

談へ』をアピールする。 

聴覚障

害者 

■日常生活の外出時に最も困ること 

・モノレール無人駅で切符購入時や出札時にトラブルが

発生した場合、インターホンでは相談できず、隣接駅

から駅員が来るまで 30 分以上待たねばならないこと

がある。待てない場合は、改札を乗り越えざるを得な

い。Suica や Pasmo でも同様の問題が起きる。 
・銀行のＡＴＭでもインターホンでの対応が困難。 
■情報を得たい場所・内容 

・緊急避難時に情報が分からない。光がフラッシュし、

文字で危険を知らせて欲しい。 
・モノレールの駅で、電光掲示で電車遅延の知らせがあ

るが、遅延理由が分からない。 
・バス車内の電光掲示で、１つ先ではなく、３つ先のバ

ス停まで知りたい。 
・ゴミ処分の連絡などは電話やメールではなく、書面確

認できるファックスが分かりやすい。 
■初めて行く場所に一人で行く場合 

・事前にインターネットなどで調べる。 
・行先でコミュニケーションが必要であれば、手話通訳

者に同行してもらう。 
・日常生活も同様で、病院や警察などは同行してもらう

し、買物であれば一人で行く。 
■広報・市のホームページについて 

・広報は見ているが、市ホームページはあまり見てない。 

■筆談器の有効性 

・メモとペンを持参、携帯電

話で画面を見せる、など人

によって意思表示の仕方は

異なる。 
・聴覚障害であることは速や

かに伝えることができる。

聞こえないと分かると、メ

モとペンを準備する店が多

くなっている。 
・筆談器は準備しておいて欲

しい。 
■改善要望の伝え方 

・個人では意思疎通が難しい

ので、ろうあ会で一括して

市と協議している。 
・自立支援法により手話通訳

が有料になった時期には、

個人で市長あてに手話通訳

の無料化の要望をファック

スしたことがある。 
・市との協議は以前は１年に

１～２回くらいあったが、

最近は少なくなっている。
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情報伝達・収集に関するヒアリング結果の整理（２／２） 

区分 情報伝達【→ 利用者へ】 情報収集【← 利用者から】

知的障

害者 

■日常生活の外出時に最も困ること 

・モノレールの無人駅で、インターホンのボタンが分か

りにくいため、モニターで隣接駅の駅員の顔が見えれ

ば分かりやすくなる。 
・エレベーターのボタンは大きく、ふりがなで改札口の

階を示して欲しい。 
■情報を得たい場所・内容 

・道路や施設の看板に“ふりがな”を付けて欲しい。 
・バスの行先が分からないので、行先を示す大きな番号

を設置して欲しい。 
■初めて行く場所に一人で行く場合 

・不安なので、ヘルパーが必要。 

■広報・市のホームページについて 

・市のホームページ、広報を見ている。インターネット

で文字情報を得る。 
・生活に役立つ情報として、このようなものができまし

た、祭りがあります、などの情報が入りにくい。 

■改善要望の伝え方 

・問題点を聞きに来てくれる

のが最もよく、市で話をす

るのもよい。 
・市に市民相談の窓口がある

ことは知らない。 
・要望に対する状況が分かれ

ば、要望する気になる。 

高齢者 ■情報を得たい場所・内容 

・緊急や災害情報など、市防災安全課からファックスが

来るようになっている。文字情報が一番分かりやす

い。 
・駅や電車のアナウンスが聞き取りづらい。 
・防災無線はエコーしてしまい、聞こえない。防災無線

で不明高齢者を知らせているが、その後見つかったと

かの結果の放送をしてくれないと、いつまでも不明者

のことが気になってしまう。 
・市の応対や電話対応だけに限らないが、私たち高齢者

には普段の応対が早く感じてしまう。連絡事項など

も、必ず文書でもらうようにしている。電話だけだと、

本当にあっているが不安である。 
・カタカナ用語が多く、分からない。 

 

生活支

援団体 

■情報を得たい場所・内容 

・防災無線は、歴史館では良く聞こえたが、南平では反

響して聞き取りにくい。防災無線の内容をホームペー

ジで出すと分かりやすい。 
・町会からカードが回ってきており、連絡先が書いてあ

る。メール登録をした。 
■広報・市のホームページについて 

・ホームページの充実が一番で、常時、最新情報に更新

し、柔らかい記述にして欲しい。 
・ホームページの見やすさで、住む所を決める人もいる。 

■改善要望の伝え方 

・なんでも課があっても行か

ない。年に１回、ホームペ

ージに書き込めるようにし

て欲しい。 

子育て

世代 

■広報・市のホームページについて 

・広報は見ている。 
・市のホームページは、トップページで分かる範囲しか

チェックできない。分かりやすく分岐させて欲しい。 
・施設にはってあるチラシを見て情報を得ることの方が

多い。 
・スーパーとか小児科に子育て関連情報があるとよい。 

■改善要望の伝え方 

・日野市には市民相談がある

が、税金関係の相談する所

かと思ってしまう 
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用語の解説 
あいうえお順 

用  語 解    説 

イメージハンプ 舗装の色や材料を一部分だけ変えることにより、視覚的に注意走行を

促し、車の速度を抑制させる舗装のこと。 

エスコートゾーン 視覚障害者が横断歩道を横断する際の安全性と利便性を向上させるた

め、横断歩道上に設置された突起体の列のことで、視覚障害者用道路横

断帯と呼ばれている。 

エスコートゾーンは、各都道府県警察で個別に整備が進められ、設置方

法や形状が統一されていなかったことから、平成 19 年５月に警察庁は

「エスコートゾーンの設置に関する指針」を制定し、各都道府県警察は

同指針に基づき整備を行うこととされている。 

オストメイト対応トイレ 臓器に機能障がいを負い、腹部に人工的に排泄のための開口部を造設し

た方が利用するためのトイレ。 

だれでもトイレ 

多機能トイレ 

障害者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた人などが、円滑に利用できる

構造を持ち、機器が設置されたトイレのこと。 
機器として、オストメイト、荷物置き台、乳幼児用ベビーベッドなど

を備えている。 

ノーマライゼーション 障害を持つ人も、持たない人も、社会の一員として、お互いに尊重し

支え合いながら、地域の中でともに生活する社会が当たり前の社会で

あるという考え方。 
デンマークの知的障害者福祉の取り組みから生まれた理念で、バン

ク・ミケルセンが提唱。 

バリアフリー 高齢者、障がい者等が社会生活をしていく上で、物理的・社会的・制

度的・心理的な障壁、情報面での障壁（バリア）となるものを取り除

き、生活しやすくすること。 

ユニバーサルデザイン すべての人が人生のある時点で何らかの障害を持つということを発

想の原点とし、できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建

物、空間をデザインすることを目標とする考え方で、ロナルド・メイ

ス（米）が 1980 年代に提唱した。 
障害の部位や程度によりもたらされるバリア（障害）に対処するのが

バリアフリーデザインであるのに対し、ユニバーサルデザインは障害

の有無、年齢、性別、国籍、人種などに関わらず、多様な人々が気持

ちよく使えるようにあらかじめ都市や生活環境を計画する考え方で

ある。 
ユニバーサルデザインは、「①誰でも公平に利用できる」、「②使う上

で柔軟性に富む」、「③簡単で直感的に利用できる」、「④必要な情報が

簡単に理解できる」、「⑤単純なミスが危険につながらない」、「⑥身体

的な負担が少ない」、「⑦接近して使える寸法や空間になっている」と

いう 7 つの原則で構成される。 
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